
要介護度
介護保険
負担割合
(※4)

認知症対応型共同
生活介護費

(※1)

医療連携
加算
(※3)

介護職員処遇
改善加算
(Ⅰ)

介護保険
負担分

(30日)(※4)

水光熱費
(1日)

合計
(30日)

(※4)

合計
(1日)

(※4)

1割 ¥25,164 ¥122,664 ¥4,089

2割 【¥50,328】 【¥147,828】 【¥4,928】

3割 【¥75,492】 【¥172,992】 【¥5,767】

1割 ¥26,597 ¥124,097 ¥4,137

2割 【¥53,194】 【¥150,694】 【¥5,024】

3割 【¥79,791】 【¥177,291】 【¥5,910】

1割 ¥27,797 ¥125,297 ¥4,177

2割 【¥55,594】 【¥153,094】 【¥5,104】

3割 39 単位 ×  1.111 【¥83,391】 朝食 ¥250 ¥500 【¥180,891】 【¥6,030】

1割 (四捨五入) × 10.00 円 ¥28,564 昼食 ¥300 ¥126,064 ¥4,203

2割 【¥57,128】 おやつ ¥60 【¥154,628】 【¥5,155】

3割 【¥85,692】 夕食 ¥340 【¥183,192】 【¥6,107】

1割 ¥29,130 ¥126,630 ¥4,221

2割 【¥58,260】 【¥155,760】 【¥5,192】

3割 【¥87,390】 【¥184,890】 【¥6,163】

1割 ¥29,697 ¥127,197 ¥4,240

2割 【¥59,394】 【¥156,894】 【¥5,230】

3割 【¥89,091】 【¥186,591】 【¥6,220】

《パット代》１枚単価
¥ 80 ～

¥ 100 ～

¥ 60 ～

¥ 50 ～

　　※廃棄料込み

【2019年6月作成】

要支援2

毎月定額をお預かりし、往診料や薬、

852 単位

¥950

　※1）介護保険給付の対象となる各種サービスの費用は「単位」で表記されます。

　※2）入居した日及び入居後30日以上の入院等で再度入居した場合は、当該日から30日間、初期加算の自己負担分が一日30単位つきます。

要介護1

¥1,800

（内訳）795 単位

　※3）医療連携･･･24時間看護師と連絡体制をとり、定期訪問等による健康管理、主治医との連携を図る為の加算です

フラットタイプ 月末締めし、利用料お支払いの

818 単位

835 単位

要介護3

要介護4

要介護5

際に会計報告にて御知らせ致します。

Ver.20190601-ry

　※4）金額については、介護保険負担割合証の負担割合に応じて計算されます。

　※5）金額については、実際の精算時には端数処理により若干の違いが生じることがあります。

☆その他費用☆

《預り金》

日常生活での嗜好品の購入等に使用します。

尿取りパット

《理美容代》
ご希望者には

出張理美容も

ご紹介させて頂きます。

紙パンツ

紙おむつ

(基本料金:１ユニット)　☆CSSグループホーム料金表☆

その他

地域区分

この料金表は【 安中市・藤岡市・本庄市

部屋代
(1日)

】の方が対象になります。

食材料費
(1日)

755 単位

759 単位

要介護2


